
   様式２（第３の６関係）                                                     

                         会 議 の 概 要                             

１ 会  議  名 

  （審議会等名） 

令和 7 年度（2025 年度）第 2 回宝塚市きずなづくり推進

事業審査会 

２ 開 催 日 時 令和 8 年（2026 年）2 月 24 日（火） 

10 時 00 分～12 時 00 分 

３ 開 催 場 所 市役所 第二庁舎会議室Ａ 

４ 出 席 委 員 委員 5 名 

久会長、小塩委員、山本委員、沖野委員、舛田委員 

５ 公開不可・一部不可  

の場合の理由 
 

６ 傍 聴 者 数 － 

７ 公開の可否  ■可   □不可   □一部不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 議題及び結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)開会 

 令和 7 年度第 2 回宝塚市きずなづくり推進事業審査会

の開会。事務局から、委員総数が 5 名、出席委員数が 5

名であり、宝塚市きずなづくり推進事業審査会規則第 5

条2項に規定する過半数の出席要件を満たしているため、

会議が成立することを報告した。 

 

(2)委嘱状の交付及び、会長・会長代理の選出 

 5 名の委員に対し、宝塚市きずなづくり推進事業補助金

審査会委員の委嘱状を交付した。 

 委員の互選により、久委員を会長と定めた。また、久

会長の指名により、小塩委員を会長代理と定めた。 

 

(3)諮問書の交付 

 久会長へ、令和 8 年度宝塚市きずなづくり推進事業補

助金に関する諮問書を交付した。 

 

(3)議事 

ア 令和 8年度行政提案型事業のテーマ選定 

 令和 8 年度の行政提案型事業のテーマとして 5 課（広

報課・公園河川課・市街地整備課・地域福祉課・文化政

策課）から応募があり、各担当課と委員との質疑応答の

結果、5 件のテーマ全てを令和 8 年度の行政提案型事業と

して採択とすることが決定となった。 

 

イ 令和 8 年度関係書類及び審査方法 

①関係書類(募集要項及び申請書類)への記載事項に係

る審議を行い、下記内容について決定した。 

・募集期間変更と募集期間厳守の記載 

・公開プレゼンテーションであることの記載 



・補助金が団体に対する収益と認められた場合の注意事

項の記載 

・各種提出書類の追記事項 

②審査方法に係る審議を行い、下記内容について決定し

た。 

・応募多数の場合の書類審査の実施 

・プレゼンテーション方法（公開）及びプレゼンテーシ

ョン時間(質疑応答) 

 

ウ 申請受付期間及び公開プレゼンテーション実施日 

申請受付期間及びプレゼンテーション実施日に係る

審議を行い、日程について決定した。公開プレゼンテー

ションについては、申請団体数によっては２日の開催日

とすることとなった。 

 

(4)閉会 

 

 

 


